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月～金曜（祝日、年末年始を除く）　8：30～17：00
または、最寄りの県・市福祉事務所等へご相談ください。
「＃8008」で最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

宮城県女性相談支援センター（配偶者暴力相談支援センター）

月～金曜（祝日、年末年始を除く）　8：30～16：45
※性別問わず、相談を受け付けています。
※毎月第 2・4 火曜（12：00～16：00）は LGBT（性的マイノリティ）相談を
受け付けています。
毎週1回、男性相談員による男性相談を実施しています。

水曜（祝日、年末年始を除く）　12：00～17：00

夜間：木・土曜（祝日、年末年始を除く）　17：30～21：00
休日：日曜（祝日、年末年始を除く）　13：00～17：00

月～金曜（祝日、年末年始を除く）　8：30～17：15

仙台法務局「子どもの人権 110 番」

　　　　　　　　
月・水～金曜（祝日、年末年始を除く）　9：00～17：00
火曜（祝日、年末年始を除く）　9：00～19：00

仙台市「女性への暴力相談電話」（仙台市配偶者暴力相談支援センター）

または、最寄りの各警察署へご相談ください。

TEL.#9110
TEL.#8103

ハートさん

（性犯罪被害相談電話）

24時間365日受付　※下記時間以外は国のコールセンターへつながります。
月～金曜　10：00～20：00　　土曜　10：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）
※女性相談員が対応します。土曜日は男性相談員による相談も行っております。
※性別問わず相談を受け付けています。

性暴力被害相談支援センター宮城
相談専用電話（けやきホットライン）  0120-556-460

24 時間受付
※チャット等でも相談を受け付けています。

DV相談+（プラス） （内閣府相談窓口）
TEL.0120-279-889

月～金曜（祝日、年末年始を除く）　13：30～16：30
毎週火曜（祝日、年末年始を除く）　18：30～21：00
※メール、チャットでも相談を受け付けています。

毎週火・木・土曜　16：00～翌日 4：00
※音声ガイダンスが流れます。8 を押してください。

よりそいホットライン  10 代 20 代の女の子のための電話相談
TEL.0120-279-226 ➡ 8

相手の身体に傷を負わせるのは、暴行罪・
傷害罪という犯罪です。
しょうがい

侮辱や脅迫など、心に傷をつける行為も
暴力の一種です。

ぶじょく きょうはく

相手がいやがるのに性行為をするのは、不同意
性交等罪・不同意わいせつ罪という犯罪です。

• お金を出すよう強要する
• お金の使い道を勝手に決める　など

「好きだから」「つきあっているから」といって
相手の行動を制限するのは間違いです。
それは、支配の始まりです。

この印刷物は、11,500 部作成し一部当りの単価は＠15 円です。



ひとりで悩まずに、まずは相談してみましょう。
（相談窓口は裏面にあります）

□　なぐったり、けったり髪をひっぱったりする
□　刃物などの凶器を突きつける

□　「バカ」「ブス」など傷つく言葉を言う
□　怒ると大声を出したり、物を壊したりする
□　なぐるまねや物を投げるふりをしておどす

□　強引にキスや性行為をしようとする、避妊しない
□　いやらしい写真や動画を無理やり見せられる
□　性的な写真や動画を撮影して、「別れるなら
　みんなに見せる」とおどす
□　別れようとすると「自殺してやる」などとおどす

□　お金を無理やり払わせようとする
□　貸したお金を返してくれない
□　アルバイトをさせたり、反対にやめさせたりする

□　電話の着信やメールを勝手にチェックしたり
　アドレスを消したりする
□　家族と連絡をとったり、ほかの友だちと遊ぶ
　のをいやがる
□　メールの返信が遅いと怒る
□　服装を自分の好みにさせる

ひにん

出

理由


